
(19)日本国特許庁（JP） (12) 公開特許公報（Ａ） (11)特許出願公開番号

特開2001－231750
(P2001－231750A)

(43)公開日 平成13年8月28日(2001.8.28)

(51)Int.Cl7 識別記号 FI ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参考)

   �A�6�1�B  1/06    

   �G�0�2�B 23/26    

   �A�6�1�B  1/06    B

   �G�0�2�B 23/26    B

�2�H�0�4�0

�4�C�0�6�1

審査請求 未請求 請求項の数 3ＯＬ（全 8 数）

(21)出願番号 特願2000－44902(P2000－44902)

(22)出願日 平成12年2月22日(2000.2.22)

(71)出願人 000000376

オリンパス光学工業株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(72)発明者 五反田 正一

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号  オリン

パス光学工業株式会社内

(72)発明者 細田 誠一

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号  オリン

パス光学工業株式会社内

(74)代理人 100076233

弁理士 伊藤 進

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 内視鏡用照明システム

(57)【要約】
【課題】  内視鏡の観察中も充電式バッテリを充電する
ことが可能な内視鏡用照明システムを実現する。
【解決手段】  内視鏡１は、内視鏡本体２と、この内視
鏡本体２に照明光を供給する内視鏡用照明システム１０
として、この内視鏡本体２に着脱自在に取り付け可能
で、ランプを配設したランプハウス３と、このランプハ
ウス３に着脱自在に取り付け可能で、前記ランプ３１に
電力を供給する充電式バッテリを有する充電式バッテリ
ユニット４と、この充電式バッテリユニット４に着脱自
在に取り付け可能で、この充電式バッテリユニット４の
充電式バッテリを充電する充電器５とから構成される。
前記充電器５には、商用電源を供給するＡＣコード６が
着脱自在に接続され、前記ＡＣコード６の後端部に設け
たＡＣコンセント７を介して商用電源に接続される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  細長な挿入部を有する内視鏡本体に取り
付けられ、この内視鏡本体に照明光を供給する光源を有
するランプハウスと、
このランプハウスに着脱自在に取り付け可能で、前記光
源に電力を供給する充電式バッテリを有する充電式バッ
テリユニットと、
この充電式バッテリユニットに着脱自在に取り付け可能
で、前記充電式バッテリを充電する充電器と、
を具備したことを特徴とする内視鏡用照明システム。
【請求項２】  前記充電器は、前記充電式バッテリユニ
ットに着脱自在に取り付け可能であると共に、前記ラン
プハウスにも直接着脱自在に取り付けられて前記光源に
電力の供給が可能であることを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡用照明システム。
【請求項３】  細長な挿入部を有する内視鏡本体に取り
付けられ、この内視鏡本体に照明光を供給する光源を有
するランプハウスと、
このランプハウスに着脱自在に取り付け可能で、前記光
源に電力を供給する第１の充電式バッテリを有する第１
の充電式バッテリユニットと、
この第１の充電式バッテリユニットに着脱自在に取り付
け可能で、前記第１の充電式バッテリの充電が可能な充
電器と、
この充電器に着脱自在に取り付け可能で、この充電器に
より充電される第２の充電式バッテリを有する第２の充
電式バッテリユニットと、
を具備したことを特徴とする内視鏡用照明システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、充電可能な充電式
バッテリにより光源を点灯させて内視鏡観察が可能な内
視鏡用照明システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】医療分野及び工業用分野で広く用いられ
るようになった内視鏡は、診断あるいは検査対象部位が
生体、プラント等の内部であるので照明する手段が必要
である。
【０００３】このため、一般的な内視鏡では、内視鏡の
外部装置として光源装置を用意し、この光源装置内のラ
ンプの出射光を内視鏡本体に設けたライトガイドに導光
し、このライトガイドで導光された照明光を挿入部先端
側の照明窓から出射して検査部位を照明する構成になっ
ている。前記光源装置は一般的には商用電源から供給さ
れる電源を利用して光源装置内部のランプを発光させる
ものである。
【０００４】これに対し、例えば、特開平１０－４３１
３３号公報に記載の内視鏡に用いる内視鏡用照明システ
ムは、電源に乾電池等を用いたバッテリ式光源装置を内
視鏡本体操作部に着脱自在に取り付けられるようにした
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ものがある。このようなバッテリ式光源装置が取り付け
られる内視鏡は持ち運びが容易であるとともに、電源の
無い所での使用が可能になるので緊急時の使用などに適
している。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記特
開平１０－４３１３３号公報に記載の内視鏡用照明シス
テムは、上記バッテリ式光源を取り付けた内視鏡を用い
て、内視鏡検査を行っている際に、このバッテリ式光源
に内蔵しているバッテリがバッテリ切れを起こす虞れが
生じる。また、この場合に備えて、上記バッテリ式光源
装置に補助電源を着脱自在に取り付けることも考えられ
るが、その場合も長時間内視鏡検査を行うと、補助電源
に内蔵しているバッテリがバッテリ切れを起こす虞れが
生じる。
【０００６】本発明は、これらの事情に鑑みてなされた
ものであり、内視鏡の観察中も充電式バッテリを充電す
ることが可能な内視鏡用照明システムを提供することを
目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
本発明の内視鏡用照明システムは、細長な挿入部を有す
る内視鏡本体に取り付けられ、この内視鏡本体に照明光
を供給する光源を有するランプハウスと、このランプハ
ウスに着脱自在に取り付け可能で、前記光源に電力を供
給する充電式バッテリを有する充電式バッテリユニット
と、この充電式バッテリユニットに着脱自在に取り付け
可能で、前記充電式バッテリを充電する充電器と、を具
備したことを特徴としている。また、前記充電器は、前
記充電式バッテリユニットに着脱自在に取り付け可能で
あると共に、前記ランプハウスにも直接着脱自在に取り
付けられて前記光源に電力の供給が可能であることを特
徴としている。この構成により、内視鏡の観察中も充電
式バッテリを充電することが可能な内視鏡用照明システ
ムを実現する。
【０００８】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。
（第１の実施の形態）図１及び図２は本発明の第１の実
施の形態に係り、図１は本発明の第１の実施の形態の内
視鏡の全体構成を説明する外観構成図、図２は図１の回
路ブロック図である。
【０００９】図１に示すように本実施の形態を備えた内
視鏡１は、細長の挿入部１１と、この挿入部１１の後端
に形成された操作部１２と、この操作部１２の後端に設
けられた接眼部１３とから構成される内視鏡本体２と、
この内視鏡本体２に照明光を供給する内視鏡用照明シス
テム１０として、この内視鏡本体２に着脱自在に取り付
けられ、後述のランプを配設したランプハウス３と、こ
のランプハウス３に着脱自在に取り付け可能で、前記ラ
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ンプに電力を供給する後述の充電式バッテリを有する充
電式バッテリユニット４と、この充電式バッテリユニッ
ト４に着脱自在に取り付け可能で、この充電式バッテリ
ユニット４の充電式バッテリを充電する充電器５とから
構成される。
【００１０】前記挿入部１１は、先端側から硬質の先端
構成部２１と、この先端構成部２１の後端に隣接して形
成され、湾曲自在な湾曲部２２と、この湾曲部２２の後
端に隣接して形成され、可撓性を有する可撓管部２３と
から構成され、前記操作部１２に配設された湾曲ノブを
回動操作し、前記湾曲部２２を所望の方向に湾曲できる
ように構成されている。
【００１１】前記挿入部１１内には、内視鏡像を伝送す
るイメージガイド（不図示）が挿通されている。このイ
メージガイドの先端部分は、対物レンズ（不図示）と共
に前記先端構成部２１に固定される。このイメージガイ
ドの後端部分は前記接眼部１３に内蔵される図示しない
接眼レンズの結像位置に固定され、この接眼レンズより
内視鏡像を観察できるようになっている。また、挿入部
１１内には、照明光を導光する図示しないライトガイド
が挿通され、このライトガイドは操作部１２内で屈曲さ
れてその後端が接続ソケット２５内で固定されている。
前記ランプハウス３内に配設されたランプからの照明光
は、図示しない集光レンズを介し前記ライトガイドを経
て前記先端構成部２１の図示しない照明窓より出射され
るようになっている。
【００１２】この内視鏡本体２に照明光を供給する内視
鏡用照明システム１０を構成する前記ランプハウス３と
前記充電式バッテリユニット４とは、コネクタ部３ａに
よって着脱自在に接続可能となっている。また、前記充
電器５は、前記充電式バッテリユニット４の後端部にコ
ネクタ部４ａによって着脱自在に接続可能となってい
る。
【００１３】この充電器５には、商用電源を供給するＡ
Ｃコード６がコネクタ部５ａを介して着脱自在に接続さ
れ、前記ＡＣコード６の後端部に設けたＡＣコンセント
７を介して商用電源に接続されるようになっている。こ
のＡＣコンセント７を商用電源に接続すると、前記充電
式バッテリユニット４内に配設された充電式バッテリを
充電するようになっている。尚、前記充電器５と前記Ａ
Ｃコード６とは、一体化した構成でも良い。
【００１４】次に図２を用いて前記充電器５の内部構成
を説明する。図２に示すように前記充電器５は、前記Ａ
Ｃコード６から供給される商用電源からのＡＣ電源をＤ
Ｃ電源に変換するＡＣ／ＤＣ変換回路５１と、このＡＣ
／ＤＣ変換回路５１で変換したＤＣ電源により充電式バ
ッテリ４１を充電すると共に、この充電式バッテリ４１
を介してランプ３１に電源を供給する充電回路５２とか
ら構成される。尚、前記充電回路５２は、前記充電式バ
ッテリ４１からの電圧又は電流を検出して、充電が完了
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したかどうかを判別する図示しない判別部を備えてい
る。
【００１５】このように構成された内視鏡１を用いて内
視鏡観察を行う。そして、体腔内を観察している最中に
充電式バッテリ４１の電力が低下した際には、充電器５
のＡＣコンセント７を商用電源に接続する。すると、商
用電源からのＡＣ電源がＤＣ電源に変換され、変換され
たＤＣ電源が充電式バッテリハウス４を介してランプハ
ウス３のランプ３１に供給されると共に、充電式バッテ
リハウス４の充電式バッテリ４１に供給され、充電式バ
ッテリ４１を充電する。
【００１６】この結果、内視鏡本体２で体腔内を観察し
ている最中に充電式バッテリ４１の電力が低下しても、
前記充電器５により商用電源が供給されるので、観察を
不可能にすることなく長時間連続して内視鏡観察が可能
となる。更に携帯性を良くするために、充電器５を取り
外すことで軽量化を図ることが可能である。また、充電
器５と充電用バッテリ４１とを直結しているので、この
部分での電力降下が極めて少なく、効率良く充電用バッ
テリ４１を充電することができる。
【００１７】尚、図示しないが上記実施の形態の変形例
として、バッテリハウス３の後端から接続コードを延出
させ、その後端に充電器５を設けることで、内視鏡本体
２を把持して操作する際に、その負荷となる重量をラン
プハウス３及びバッテリユニット４のみにし、内視鏡操
作を容易にすることが可能となるように構成しても良
い。
【００１８】（第２の実施の形態）図３及び図４は本発
明の第２の実施の形態に係り、図３は本発明の第２の実
施の形態の内視鏡用照明システムを備えた内視鏡の全体
構成を説明する外観構成図、図４は図３の回路ブロック
図である。本第２の実施の形態では、前記第１の実施の
形態の内視鏡用照明システムに加え、補助用の充電式バ
ッテリユニットを設けた構成としている。それ以外の構
成は、図１と同様なので説明を省略し、同一構成には同
じ符号を付して説明する。
【００１９】即ち、本第２の実施の形態の内視鏡用照明
システム１０ａを備えた内視鏡６０に用いられる充電器
５は、図１で説明した充電式バッテリユニット４の後端
部にコネクタ部４ａを介して着脱自在に取り付け可能で
あると共に、補助用の充電式バッテリユニット７０がコ
ネクタ部７０ａを介して着脱自在に取り付け可能に構成
されている。そして、前記充電器５は、前記充電式バッ
テリ４１及び補助用の充電式バッテリ７１を充電できる
ようになっている。
【００２０】図４に示すように前記充電器５は、ＡＣ／
ＤＣ変換回路５１で商用電源から変換したＤＣ電源を前
記充電式バッテリ４１を介してランプ３１に供給すると
共に、充電回路５１を介して前記補助用の充電式バッテ
リユニット７０に供給し、補助用の充電式バッテリ７１
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を充電するように構成されている。
【００２１】本第２の実施の形態では、前記充電式バッ
テリ４１の充電を前記充電回路５１を介さずに行うよう
にしている。尚、図２と同様に前記充電式バッテリ４１
の充電を前記充電回路５１を介して行うように構成して
も良い。また、補助用の充電式バッテリユニット７０
は、図示しない電線により前記充電器５及び前記充電式
バッテリ４１を介してランプ３１に電力を供給できるよ
うになっている。
【００２２】このように構成された内視鏡６０を用いて
内視鏡観察を行う。そして、体腔内を観察している最中
に充電式バッテリ４１の電力が低下した際には、補助用
の充電式バッテリユニット７０の充電式バッテリ７１の
電力が充電器５及び充電式バッテリ４１を介してランプ
３１に供給される。更に、内視鏡観察が続き、補助用の
充電式バッテリ７１の電力が低下した際には、充電器５
のＡＣコンセント７を商用電源に接続する。すると、商
用電源からのＡＣ電源がＤＣ電源に変換され、変換され
たＤＣ電源が充電式バッテリハウス４を介してランプハ
ウス３のランプ３１に供給されると共に、充電式バッテ
リユニット７０の充電式バッテリ７１に供給され、充電
式バッテリ７１を充電する。そして、次に内視鏡観察の
際に、充電された充電式バッテリ７１を有する充電式バ
ッテリユニット７０を充電式バッテリハウス４と交換し
て商用電源が使用できない場合に備える。
【００２３】この結果、内視鏡本体２を用いる場所に商
用電源が使用できない場合であっても、前記充電式バッ
テリ４１が消耗した際には、補助用の充電式バッテリ７
１を用いることにより長時間の内視鏡観察が可能にな
る。また、前記充電器５には、少なくとも２つの充電式
バッテリユニットを取り付け可能なコネクタ部４ａ及び
７０ａを設けているので、内視鏡本体２を把持して操作
する際に、補助用の充電式バッテリユニット７０が取り
付けられているか否かを常時確認することができ、補助
用の充電式バッテリユニット７０が携帯されていないこ
とを防止することができる。
【００２４】（第３の実施の形態）図５は本発明の第３
の実施の形態に係る内視鏡用照明システムを備えた内視
鏡の全体構成を説明する外観構成図である。本第３の実
施の形態では、前記第１の実施の形態の内視鏡用照明シ
ステムで説明したランプハウス３と充電式バッテリユニ
ット４とを着脱自在に取り付けるコネクタ部３ａ及び充
電式バッテリユニット４と充電器５とを着脱自在に取り
付けるコネクタ部４ａとを同一形状にする構成としてい
る。それ以外の構成は、図１と同様なので説明を省略
し、同一構成には同じ符号を付して説明する。
【００２５】即ち、本第３の実施の形態の内視鏡用照明
システム１０ｂを備えた内視鏡８０は、ランプハウス３
と充電式バッテリユニット４とを取り付けるコネクタ部
３ａ及び充電式バッテリユニット４と充電器５とを取り

6
付けるコネクタ部４ａを同一形状にしている。尚、図４
では、ランプハウス３に充電器５をコネクタ部３ａ（４
ａ）で接続している状態である。
【００２６】このような構成により、例えば充電式バッ
テリ４１の携帯を忘れた際あるいは充電式バッテリ４１
が破損及び寿命がきて使用できなくなった際に、応急的
に内視鏡８０を使用できるようにしている。また、この
ときは商用電源からの電力を直接ランプハウス３内に配
設しているランプ３１に供給し、一時的に内視鏡８０を
使用できるようにしている。
【００２７】尚、本発明は、上記した実施の形態にのみ
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲で種々変形実施可能である。
【００２８】［付記］
（付記項１）  細長な挿入部を有する内視鏡本体に取り
付けられ、この内視鏡本体に照明光を供給する光源を有
するランプハウスと、このランプハウスに着脱自在に取
り付け可能で、前記光源に電力を供給する充電式バッテ
リを有する充電式バッテリユニットと、この充電式バッ
テリユニットに着脱自在に取り付け可能で、前記充電式
バッテリを充電する充電器と、を具備したことを特徴と
する内視鏡用照明システム。
【００２９】（付記項２）  前記充電器は、前記充電式
バッテリユニットに着脱自在に取り付け可能であると共
に、前記ランプハウスにも直接着脱自在に取り付けられ
て前記光源に電力の供給が可能であることを特徴とする
付記項１に記載の内視鏡用照明システム。
【００３０】（付記項３）  細長な挿入部を有する内視
鏡本体に取り付けられ、この内視鏡本体に照明光を供給
する光源を有するランプハウスと、このランプハウスに
着脱自在に取り付け可能で、前記光源に電力を供給する
第１の充電式バッテリを有する第１の充電式バッテリユ
ニットと、この第１の充電式バッテリユニットに着脱自
在に取り付け可能で、前記第１の充電式バッテリの充電
が可能な充電器と、この充電器に着脱自在に取り付け可
能で、この充電器により充電される第２の充電式バッテ
リを有する第２の充電式バッテリユニットと、を具備し
たことを特徴とする内視鏡用照明システム。
【００３１】（付記項４）  前記ランプハウスと前記充
電式バッテリユニットとを取り付けるコネクタ部と、前
記充電式バッテリユニットと前記充電器とを取り付ける
コネクタ部と、をそれぞれ同一形状にしたことを特徴と
する付記項１又は２に記載の内視鏡用照明システム。
【００３２】（付記項５）  前記充電式バッテリユニッ
トと前記充電器とを接続コードで接続したことを特徴と
する付記項１又は２に記載の内視鏡用照明システム。
【００３３】（付記項６）  前記充電器に補助用充電式
バッテリユニットを着脱自在に設けたことを特徴とする
付記項１又は２に記載の内視鏡用照明システム。
【００３４】（付記項７）  前記第２の充電式バッテリ
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ユニットから前記充電器及び前記第１の充電式バッテリ
ユニットを介して前記光源に電力の供給が可能であるこ
とを特徴とする付記項３に記載の内視鏡用照明システ
ム。
【００３５】（付記項８）  前記第２の充電式バッテリ
ユニットは、前記充電器に着脱自在に取り付け可能な補
助用充電式バッテリユニットであることを特徴とする付
記項３に記載の内視鏡用照明システム。
【００３６】（付記項９）  前記ランプハウスと前記第
１及び第２の充電式バッテリユニットと取り付けるコネ
クタ部と、前記第１及び第２の充電式バッテリユニット
と前記充電器とを取り付けるコネクタ部と、をそれぞれ
同一形状にしたことを特徴とする付記項３に記載の内視
鏡用照明システム。
【００３７】（付記項１０）  前記第１の充電式バッテ
リユニットと前記充電器とを接続コードで接続したこと
を特徴とする付記項３に記載の内視鏡用照明システム。
【００３８】（付記項１１）  前記充電器は、商用電力
をＡＣ／ＤＣ変換して供給することを特徴とする付記項
１～３に記載の内視鏡用照明システム。
【００３９】（付記項１２）  前記充電器に商用電力を
供給するＡＣコードの長さを、この充電器から前記充電
式バッテリユニットに電力を供給する接続コードの長さ
より長くしたことを特徴とする付記項５に記載の内視鏡
用照明システム。
【００４０】（付記項１３）  前記充電器に商用電力を
供給するＡＣコードの長さを、この充電器から前記第１
の充電式バッテリユニットに電力を供給する接続コード
の長さより長くしたことを特徴とする付記項１１に記載*
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*の内視鏡用照明システム。
【００４１】
【発明の効果】以上説明したように本発明の内視鏡用照
明システムを用いることにより、内視鏡で体腔内を観察
している最中に充電式バッテリの電力が低下し、観察を
不可能にすることなく長時間連続して観察が可能にな
る。また、携帯性を良くするために充電器を取り外すこ
とで軽量化を図ることができるという効果を得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の内視鏡用照明シス
テムを備えた内視鏡の全体構成を説明する外観構成図
【図２】図１の回路ブロック図
【図３】本発明の第２の実施の形態の内視鏡用照明シス
テムを備えた内視鏡の全体構成を説明する外観構成図
【図４】図１の回路ブロック図
【図５】本発明の第３の実施の形態の内視鏡用照明シス
テムを備えた内視鏡の全体構成を説明する外観構成図
【符号の説明】
１        …内視鏡
２        …内視鏡
３        …ランプハウス
４        …充電式バッテリハウス
５        …充電器
６        …ＡＣコード
７        …ＡＣコンセント
３１      …ランプ
４１      …充電式バッテリ
５１      …ＡＣ／ＤＣ変換回路
５２      …充電回路

【図１】
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【図２】

【図３】
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